
群馬県における
トラバサミによる動物の被害について

2010/3/19 1群馬県獣医師会動物救護委員会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こんにちは群馬県獣医師会動物救護委員会です。本日は、皆様にトラバサミについてお話しさせていただきます。
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トラバサミとは、金属性のわなで、獣類の通路またはその付近

に設置し、獣類がこれを踏んだときに支点がはずれ、つよいバネ
の力で獣類の身体の一部をはさんで捕獲する装置である。
（鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律より）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
皆さんはトラバサミをご存知でしょうか。本日は、実物を持ってきていますので興味のある方は手にとってご覧ください。鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律では「トラバサミとは、金属性のわなで、獣類の通路またはその付近に設置し、獣類がこれを踏んだときに支点がはずれ、つよいバネの力で獣類の身体の一部をはさんで捕獲する装置である。」、と定義されています。写真のこの部分に動物の手足が乗り荷重がかかると、支点がはずれて、このバネの力でバチンと挟まれます。バネは強力です。小動物の手足が挟まった場合、最悪千切れてしまう場合もあります。多くは皮膚・靭帯・筋肉に挫滅した裂傷および骨折を生じます。そのため、治療は困難で、機能回復の見込めない例も多く、トラバサミは不適切な使用によって、飼い猫をはじめ動物たちに悲惨な外傷と後遺症および苦痛を与える事故の原因、となってまいりました。
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写真提供：中村孝好先生

ウサギの症例ワナを引きずった状態で路上で保護

前肢の
開放性骨折

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
実際の事故症例をご覧いただきます。写真はウサギの症例です。このウサギは、トラバサミに前肢を挟まれた状態で路上にいるところを保護されました。ご覧のように、トラバサミによって砕けた骨が傷口から突出しています。このような重度の損傷を生じた場合の多くは、肢を切断する事になります。写真のトラバサミをご覧ください。さびや汚れの付着具合から判断すると、繰り返し使用していたことが推測されます。
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現在の猟具としてのトラバサミの位置付け
（鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律）

・以前は環境大臣が定める猟具（法定猟具）の一つ
ただし、鋸歯のあるトラバサミ又はワナを開いた状態における内径の最大長が
12ｃｍ以上のトラバサミは使用禁止。

・甲種猟具の標識
使用する猟具に住所・氏名・免許番号を金属製又はプラスチック製の標識の装
着義務。

・有害鳥獣捕獲
使用する猟具に住所・氏名・対象動物・捕獲目的・許可の期間を表示する義務。

・2007（平成19年）年4月16日 鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律改正
禁止猟法に指定（ただし農林業被害・学術調査では許可申請により使用できる）。
群馬県では、有害捕獲・学術捕獲においての使用を許可しないこととしている。
特定猟具（所持・販売・頒布の禁止）ではないので販売・所持は可能。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご覧の様な悲惨な外傷を生じるトラバサミの猟具としての位置付けです。以前は法定猟具、と位置づけられ、一定の規格と使用方法に従って使用することが可能でした。法改正によって平成19年4月16日から禁止猟法に指定されたので、狩猟目的でトラバサミを使用することはできなくなりました。ただし、農林業被害が発生している場合の有害鳥獣捕獲や学術調査目的での捕獲の際は許可申請によって使用が許可されます。ただし、群馬県ではこの許可を出さない事にしています。ところが、トラバサミは特定猟具ではないので、売ったり、配ったり、所有したりするのは違法ではありません。頒布（はんぷ）そのため、この場に持ってきたように簡単に入手可能です。先程のウサギの症例の場合どのような事が考えられるでしょうか。所有者は、法律が改正された事を知らなかったのでしょうか。事故は8月に起きています。ということは、有害鳥獣駆除での使用になりますが、当然無許可での使用と言う事になります。そのためかどうかわかりませんが、使用者の情報を記載したタグは付いていません。そもそも簡単に購入できるワナに法律で使用が規制されているなど思いもよらないのかもしれません。いずれにしても確信犯的使用です。
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トラバサミに関するアンケート調査

1.事故症例について
・平成１９年度以前の症例はございますか？
・・・ ある ない 不明
・あるとお答え頂いた方に質問です。
症例の動物種は何ですか？

・・・犬 猫 その他（ ）
症例数は何件ですか？
・・・犬（ 件） 猫（ 件） その（ 件）

・平成１９年度以降の症例はございますか？
・・・ ある ない 不明
・あるとお答え頂いた方に質問です。
症例の動物種は何ですか？

・・・ 犬 猫 その他（ ）
症例数は何件ですか？

・・・犬（ 件） 猫（ 件） その他（ 件）
・事故防止キャンペーン等に症例の写真等を提供いただけますか？
・・・はい いいえ
はいとお答え頂いた方は、お名前をお聞かせ下さい。 （ 先生）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このようにトラバサミは時として不適切な使用方法により、飼い猫をはじめ動物たちに悲惨な外傷と後遺症及び苦痛を与える事故の原因、となってまいりました。　また、トラバサミは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」で、平成１９年度より法定猟具より除外され、特別の許可が無い限り使用が禁止されています。群馬県獣医師会動物救護委員会では、今後、トラバサミによる不幸な事故が生じる事が無いよう、群馬県内におけるトラバサミに関する実態調査を実施し、関係機関等に周知したい、と考えました。そこでこのような簡単なアンケート調査を実施しました。アンケート対象は、群馬県獣医師会に所属する県内の動物病院です。回答いただいたのは、群馬県獣医師会員の獣医師です。アンケート内容は簡単なもので、法律が改正された平成19年度を基準にそれ以前と以降の変化を調べる内容です。
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2.トラバサミの販売状況について
・平成１９年度以前にトラバサミが販売されていた事を知っている
・・・ はい いいえ
・はいとお答え頂いた方に質問です。
販売店はどこでしたか？

・・・（ ） 覚えていない
・平成１９年度以降にトラバサミが販売されているのを目撃した
・・・ はい いいえ
・はいとお答え頂いた方に質問です。
販売店はどこでしたか？

・・・（ ） 覚えていない

以上です。ご協力感謝申し上げます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、事故発生状況のアンケートと同時に、トラバサミの販売状況についても尋ねました。
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図.1トラバサミによる負傷動物の有無

1. 平成19年以前のトラバサミによる負傷動物の診療は35.5％の会員病院
であった。

2. トラバサミ使用が禁止された平成19年以降、事故に遭う動物は減少して
いるものの、9.3％の会員病院がトラバサミによる負傷動物の診療にあ
たっており、いまだに違法な使用が続いている事が明らかとなった。

【アンケート調査の回答集計結果のポイント】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アンケートは09年9月から12月に実施しました。アンケートは191病院に対して行われ、回答は97件頂きました。回収率は56％でした。アンケート調査の結果、1.平成19年以前のトラバサミによる負傷動物の診療は35.5％の会員病院であった事が明らかになりました。2.また、トラバサミ使用が禁止された平成19年以降、事故に遭う動物は減少しているものの、9.3％の会員病院がトラバサミによる負傷動物の診療にあたっており、いまだ　に違法な使用が続いている事が明らかになりました。
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図.2トラバサミによる負傷動物数の割合

3. 負傷動物は、約80％が猫であったが、トラバサミに前足を挟まれたま
ま路上で救護されたウサギも1例あった。

【アンケート調査の回答集計結果のポイント】
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図.3トラバサミによる負傷動物数の変化

【アンケート調査の回答集計結果のポイント】
注意点
Ｈ19年度以前の症例数とＨ19年度以降の症例数は、時間軸のスケールが異な
るので、単純に比較できない。今後継続して統計する必要がある。
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未回答

不明

症例なし

症例あり

【アンケート調査の回答集計結果のポイント】

Ｈ19年以前に症例のあった病院となかった病院を分けて集計。
1.症例のあった病院はＨ19年以降も20.5％の病院でトラバサミに
よる負傷動物の診療にあたっている。

2.症例のなかった病院では、Ｈ19年度以降も症例は少ない。
（1.6％の病院のみ）



2010/3/19 群馬県獣医師会動物救護委員会 11

猫の疾病統計（1994～2007年.多摩獣医臨床研究会より）

第1位 猫による外傷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9.76％
第2位 猫伝染性鼻気管炎（ヘルペスウイルス感染症）6.84％

・
・
・

第10位 物理的な外傷・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・1.9％
・
・
・

その他の外傷（交通事故・骨折など）の合計・・・・・・・・・1.75％

一方、群馬県内では1年間に約6,000頭の交通事故死した猫の
遺体が回収されている

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここで、猫の疾病統計についてご紹介します。多摩獣医臨床研究会がまとめた、94～07年のデータです。これによると、動物病院を受診する猫の疾病の第1位は猫同士の喧嘩による外傷です。第2位は猫伝染性鼻気管炎というウイルス感染症です。そして第10位に物理的な外傷が入っています。猫の疾病のトップ10に屋外で活動するとリスクが高まる疾病が３つ、しかも第1,2位を占めています。交通事故や様々な原因による外傷・骨折を合計しても全体の1.75％でした。一方県内では、年間6,000頭の交通事故死した猫の遺体が市町村によって道路から回収されています。
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猫に対する屋外に潜む様々な危険
（屋内飼育でリスクはゼロに近づくが・・・）

1.猫による外傷 ⇐縄張りを守る行動
（去勢・避妊手術でリスク低減）

2.猫伝染性鼻気管炎⇐ウイルス感染症
（ワクチンで予防可能）

3.外傷
トラバサミによる外傷⇐狩り行動・食欲と関連

（トラバサミの排除でリスクゼロ）
⇐動物虐待
（トラバサミの排除でリスクゼロ
適正飼育の普及でリスク低減）

交通事故による外傷⇐行動圏と道路網の関係
（去勢・避妊手術でリスク低減？）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
では、これらの猫に対して屋外に潜む危険についてもう少し深く考察してみましょう。猫による外傷の危険性は、その多くが縄張り争いに起因するもの、と考えられます。そのため、この危険性のリスクは去勢・避妊手術により低減が期待できるでしょう。猫伝染性鼻気管炎の危険性は、ウイルス感染症であり幸いなことにワクチンがあります。リスクゼロにはできませんがワクチンにより予防が可能です。外傷では、トラバサミによる外傷と交通事故による外傷を取り上げました。トラバサミによる外傷の危険性は、そのリスク要因として2つ考えられます。１つは、狩り行動や食欲に関連して畑の周りで活動する事です。もう１つは、屋外で迷惑行動を生じる猫に対する動物虐待です。どちらも、トラバサミをなくしてしまえばリスクゼロに出来ます。ただし、動物虐待に起因する事柄は、猫の適正飼育という観点からのアプローチも大切でしょう。交通事故による外傷の危険性は、猫の行動範囲と道路網が重複しているために生じます。猫に交通ルールを教えることはできません。人間が車社会を捨てることもできません。リスク低減には避妊・去勢手術によって、行動範囲を狭くし活動性を低下させる事が役立つでしょうこのように、屋外を自由に活動する猫は、様々な危険に出会うリスクがあります。猫による外傷（猫同士の喧嘩）・猫伝染性鼻気管炎・外傷・その他外傷（交通事故、骨折など）は、全て屋外に潜む危険である、という点では共通しているが、これらの危険のリスクを高める要因はご覧のように独立しています。屋外に潜む危険としてひとくくりにして、屋内飼育のみをリスク低減対策として講じることは正しいでしょうか。猫の屋内飼育は、健康上の理由から望ましく、適正飼育として推奨されています。しかし、全ての飼い主と猫が受け入れられるものではありません。飼い主のライフスタイル、価値観、家屋の構造や猫の性格などから屋外を自由に活動する飼い猫は今後もいる、と思われます。また、トラバサミのように、リスクゼロに出来る危険に対して、リスクを許容しながら対策を立てることを、あなたは受け入れられますか？
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動物に被害を及ぼすトラバサミの危険性について

・過去（Ｈ19年以前）
累計で136頭（犬：16頭、猫：118頭、タヌキ：2頭）

・現在（Ｈ19年以降）
3年間で14頭（犬：1頭、猫：12頭、ウサギ：1頭）→
猫は4頭/年負傷している。

・未来
リスクゼロを目指す対策推進が不可欠。
トラバサミによる動物の被害はリスクゼロに出来る
のにリスクを許容して対策を立てるのは受け入れら
れない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回のアンケート結果からトラバサミによる負傷事故は平成19年度以前には累計で少なくとも136頭が負傷していた事が明らかになりました。法律が改正された平成19年度以降の3年間では、少なくとも14頭の被害があり、猫は年間4頭は負傷しています。さらに今回のアンケートの後、すでに3件の負傷事故の報告がありました。3件とも猫でした。このように、平成19年の法改正では、トラバサミによる負傷を防止出来ていません。今後は、再度法改正を行い、トラバサミを特定猟具に指定し、所持・販売・頒布（はんぷ）を禁止する必要があるでしょう。なぜなら、トラバサミは明らかに有害であり、しかもトラバサミを使うまでもなく他の人道的な檻などのワナがあるからです。
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1.トラバサミの排除
根拠：法律で無許可の使用が禁止されている。

必要な有害鳥獣捕獲であっても、処分される動物には苦痛を与
えずに適正に安楽死する必要がある。

トラバサミにはさまれたまま路上で保護される動物は有っては
ならない。

・トラバサミ使用禁止の周知徹底

・所持しているトラバサミの廃棄または回収

・不慮の事故を起こさない有害鳥獣捕獲方法の普及

【必要と考えられる対策】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在の枠組みの中で必要と考えられる対策です。
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2.猫の適正飼育の普及啓発

根拠：屋外を自由に活動できる猫を不慮の事故から守ると同時に猫とその飼い
主の不利益を回避することはできない。

また、屋外を自由に活動する猫による被害が動物虐待の動機の一つになってい
る可能性がある。

トラバサミの他にも多岐にわたる不慮の事故により診療を受ける猫は飼い主不
明である事が多い。
県内では、年間7,000頭の猫が交通事故で死亡している。
猫の処分頭数は依然として高いまま推移している。

・猫の室内飼育の普及啓発

・去勢・避妊手術の普及啓発

・ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ・迷子札等、所有者明示の普及啓発

【必要と考えられる対策】

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
飼い猫については、適正飼育の普及啓発が大切でしょう。


	群馬県における�トラバサミによる動物の被害について
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15

